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３ 東日本大震災における被災者支援活動を行った岩手県助産師会会員との意見交換 

被災地の助産師の実際の活動から、妊産婦の健康管理や母乳支援等を通じた妊産婦・乳幼

児への支援について伺いました。 

○ 日時 

  平成２７年１１月２７日（金） 午後６時３０分から午後８時まで 

○ 参加者 

  岩手県助産師会会員 

 

【復興支援「まんまる」の活動】 

・ 震災直後の平成２３年４月～８月に、岩手県の補助（１人１日５，０００円（宿泊・食事

入浴費用））を受け、被災者の沿岸市町村から内陸市町村への一時避難施設を立ち上げ、被災

した妊産婦、新生児とその家族を対象に、産前から産後 1 ヶ月の間の受け入れを行い、事業

の中心的な役割を果たした。 

・ 以前から花巻・北上で行っていた「育児サロン」の経験を生かし、平成２３年９月に任意

団体「まんまるママいわて」（前「いわて助産師による復興支援まんまる」）を立ち上げ、被

災地宮古市を皮切りに、釜石市など計７か所で子育てサロンを開設し、現在も積極的に活動

を行っている。 

 

【サロン活動拠点】 

① 花巻まんまるサロン （いずみ助産院） 

② 遠野まんまるサロン （松崎町地区センター） 

③ 釜石まんまるサロン （昭和園クラブハウス） 

④ 宮古まんまるサロン （フラットピアみやこ） 

⑤ 陸前高田サロン  （竹駒コミュニティセンター）

⑥ 大槌まんまるサロン （上町ふれあいセンター） 

⑦ 北上まんまるサロン （さくらホール） 

 

【活動内容】 

・ 母親たちがゆっくり座っておしゃべりをして、日頃の思いや悩みを口にできる場の提供 

・ 現場のニーズに沿った物資の支援 

・ 助産師・保健師・栄養士など専門職が参加するサロンを開催し、育児中の母親達の悩み 

相談の場・アドバイスの場 

・ 被災地における「ママ友」作りなど、新たなコミュニティを作る場 

 

③
① 

④

⑥

⑤

②
⑦

岩手県 
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＜被災地（岩手県）の助産師会の実際の活動から得られた留意すべき事項＞ 
 留意すべき事項  理由・背景等 

妊

産

婦

の

把

握 

○ 難所運営者は妊産婦や乳幼児を早

期に把握する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

○ 津波でずぶ濡れになって逃れてきて、死にそ

うな人や泣いている乳児を前にほとんどの

妊婦が「私は妊婦です。」と言い出せなかっ

た。 

○ 妊婦自身のためだけではなく、探しに来た家

族等のためにも「妊婦」と申し出ることは必

要なことだときちんと説明する必要がある。

○ 妊婦は、子宮外妊娠で大出血を起こす可能性

や妊娠初期は一番流産しやすい時期でもあ

り、また母子手帳をもらっていない人もいる。

避

難

所

の

運

営 

○ 妊婦・乳幼児・高齢者等で避難所を

分けるのではなく、家族単位で過ご

せる工夫が必要である。 

○ 妊産婦や乳幼児を抱えた家族は、学

校が避難所の場合は、できる限り教

室が必要であり、体育館であれば仕

切りを立てるなどの配慮が必要で

ある。 

 

○ 福祉避難所を運営する時は、妊婦は妊婦、乳

児は乳児、高齢者は高齢者というように集め

がちであるが、乳幼児や妊婦は特に夫や家族

がいないと不安であるため、家族と過ごせる

空間が必要である。 

○ 津波で３日くらい連絡が取れなかった夫や

家族とやっと会えたのだから離れるのは嫌

という気持ちがある。 

○ 乳幼児の泣き声で迷惑をかけないように授

乳服とスリングでずっとおっぱいを吸わせ

ていた。 

健

康

管

理 

○ 元気そうな妊婦と乳児は、心に抱え

ている不安や悩みを見落としがち

なので気を付ける必要がある。 

○ 助産師などの専門職の相談体制が

必要である。 

○ 産後１ヶ月間はできる限り休める

状況を作る配慮が必要である。 

○ 妊婦に出血などがあれば異常が目に見えて

分かるが、心の状態は目に見えない。 

○ 災害時には緊張からお腹が張っていても本

人が気付いていないこともあり、助産師など

専門職が診る必要がある。 

○ 妊婦は避難所の偏った食事や塩分の多い食

事により、胎児の成長に影響があるのではな

いかと不安になる。 

○ 産後は、平常時でも母の十分な休養が必要で

あり、新生児にとっても保温や清潔、感染管

理などは重要である。 

 

- 34 -



 留意すべき事項 理由・背景等 

母

乳

支

援 

○ 母乳継続への支援が必要である。母

乳で育てている母親には、少しの食

料でも母乳で育てることができる

ことを伝え、安心させる必要があ

る。 
○ 母乳栄養が継続できる母子が増え

ることで、災害時には、ミルクだけ

で育てている母親に支援物資のミ

ルクが届くようになる。 

○ 授乳時に余震がきたらどうしようと怖くて

飲ませられなかった。 
○ 母乳は災害時の乳児に最も適した栄養だが、

身体的、心理的ストレスの高い災害時は、母

親が母乳栄養を継続できるよう周囲の支援

と理解が必要となる。 
○ 一次的に母乳がでなくなっても与え続けれ

ば出るようになる。母乳の人が不安なく、母

乳栄養を継続できれば、人工乳のみの乳児に

供給できるミルクの量が増える。 
平

常

時

の

準

備 

○ ミルクで育てている母親は、事前に

水、コンロ、ほ乳びん等必要な物品

の備蓄について考えておくことが

必要である。 
○ 昔ながらのおんぶ紐やさらしを防

災バッグに入れておくとよい。 

○ 乳児を抱える母親に対して、災害時に必要な

物を防災バッグに詰めて持ってみる経験をし

ておかないと理解してもらえない。 

女

性

特

有

の

配

慮 

○ 女性しか使わない物資が届いた時

には、隅の方や男性の目に触れない

場所に置くという配慮が必要であ

る。 
○ 更衣室の設置は最低限必要な配慮

である。 
○ 女性が安心できる女性だけのコミ

ュニティを設置する必要がある。 
○ 避難所の運営に必ず女性が入ると

いう約束ごとをつくる必要がある。

○ 避難所の運営を男性のみで行うと、女性への

配慮が欠ける場合があり、女性は恥ずかしく

て生理用品などをもらうことができず困っ

ていた。 
○ テントのようなものが更衣室として部屋の

中央に設置されていたが、いつ覗かれるかわ

からないので着替えることができなかった。
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行政に考えてほしいこと 

○ 罹災証明や被災証明をあまりにきちんと線引きしすぎてしまうと、市役所の支援対象者と

しての登録に漏れてしまい、明らかに被災している人たちが必要な支援を受けられないこと

がある。 

○ 妊婦健診は１４回分の補助券があるが、バス代、タクシー代の補助はなく、妊婦健診に行

くことを控える人がいる可能性がある。 

○ 震災直後から様々な災害支援団体等による支援が行われるので、連携を図ってほしい。 

○ 「４００個物資が届いたけれど、ここは４２０人いるから配れません。」という話を聞い

ているので、災害時には臨機応変に考えていく必要がある。 

○ 助産師は母親とのつながりが結構あり、情報発信能力もあるので、行政等支援者と必要な

情報を共有できるよう連携できると良い。 

○ 災害時には３日間分の物資を準備するよう言われているが、被害がひどい地域には１週間

物資が届かなかった。 

 

避難所を運営する方に気を付けてほしいこと 

○ 家に被害がなくても、スーパーが営業しているわけではなく、食料品を始めとする生活物

資の確保は大変である。食料品等の物資に困っている人たちに物資が行き渡るようが配慮し

てほしい。 
○ 性被害に関するチラシ等を印刷して、避難所に貼ってもらうよう配布したが、捨てられて

しまっていたことがある。 
 

災害支援団体等に気を付けてほしいこと 

○ どのような被災状況であったかは絶対に聞かないようにし、被災者本人が「この人は話し

ても大丈夫」と思えば自然と話すので、それまでは絶対に聞かないようにしてほしい。 
○ 震災の状況によってどのような支援が必要か、その時々で判断していく必要がある。災害

支援を多く行っている支援団体の方々は「任せて！」と言ってやってしまうが、被災者とよ

く話し合ってほしい。 
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第１章 第４節 

 

 乳幼児に対するこころのケア 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考・引用文献） 

  ・心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイド：ＰＦＡ）フィールド・ガイド 

   （国立精神・神経医療研究センター） 

・サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き第２版（兵庫県こころのケアセンター） 

  



  



大地震・津波などの災害時には、大勢の方が巻き込まれ、多くの方が不安やストレス

を抱えて避難生活を送っており、また、「トラウマ」として長く苦しむ人もいます。 

特に子どもは、大人が考えている以上に強い不安感やストレスを抱え、誰にも言えず

苦しんでいます。乳幼児期は愛着形成が確立される大切な時期であり、保護者の支えは

大変重要です。子どもを守ってあげられるのは大人しかいないのです。 

このような災害時の心理的支援の参考となるのが「サイコロジカル・ファーストエイ

ド（Psychological First Aid：PFA）」です。 

ここでは、乳幼児の心の状態や接し方などの心のケアについて掲載していきます。 

 

 

 

 

 

 

       

 
１ サイコロジカル・ファーストエイド（ＰＦＡ）について 

  Sphere（2011）や IASC（2007））によれば、サイコロジカル・ファーストエイド

（Psychological First Aid：PFA）とは、苦しんでいる人、助けが必要かもしれない人

に、同じ人間として行う、人道的、支持的な対応のことです。PFA には次のようなこと

が含まれます。 
 

≫ 実際に役立つケアや支援を提供する、ただし押し付けない 
≫ ニーズや心配事を確認する 
≫ 生きていく上での基本的ニーズ（食料、水、情報など）を満たす手助けをする 
≫ 話を聞く、ただし話すことを無理強いしない 
≫ 安心させ、心を落ち着けるように手助けする 
≫ その人が情報やサービス、社会的支援を得るための手助けをする 
≫ それ以上の危害を受けないように守る 
≫ PFA では、話したい人がいればその人の話を聞くが、出来事に対するその人の感

情や反応を無理やり話させることはしない 
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２ 子どもへの支援について 

○ 危機的な状況下で多くの子どもは特によりリスクが高くなります。危機的な出来事 
はしばしば、彼らに安心感を与えてくれる人びとや場所、日課などのような、なじん

できた世界が崩壊してしまいます。被災した子どもたちは性暴力、虐待、搾取の危険

にさらされることがあり、大惨事の混乱のなかではその危険性がより高まる可能性が

あります。幼い子どもは生きていく上での基本的ニーズを自分で満たすことができず、

自分を守れませんし、保護者が打ちひしがれているときには、とりわけよりリスクが

高くなります。 
 

 ○ 危機に伴う苦難（たとえば、破壊、負傷や死を目の当たりにし、風雨にさらされ、

食料や水が不足するなど）に子どもがどう反応するのかは、子どもの年齢や発達段階

によって異なります。また、保護者や他の大人が子どもにどう関わるのかによっても

違ってきます。たとえば、幼い子どもは自分の周りで何が起きているのかよくわから

ず、保護者の支えが特に必要です。一般に、子どものまわりに安定して落ち着いた大

人がいれば、子どもはうまく対応していきます。 
 
 ○ 子どもが大人と同じようなストレス反応を示すことがあります。また、次のような

子ども特有のストレス反応が見られることがあります。 
 

≫ 幼児は赤ちゃん返り（おねしょ、指しゃぶりなど）をしたり、保護者につきま

とったり、あまり遊ばなくなったり、悲惨な出来事に関係する遊びを繰り返した

りする。 
        

 
 ○ 家族や保護者は子どもを現実に保護し、情緒的に支える重要な存在です。保護者か

ら離れてしまった子どもは危機が続いている間、見知らぬ場所で見知らぬ人たちと一

緒になるかもしれません。そのような子どもたちはとても怯えていて、危険が生じる

可能性や、身の回りの実際の危険を適切に判断できないかもしれません。まず重要な

ことは、そのような子どもたちを家族や保護者のもとに戻すことです。しかし、単独

で行ってはなりません。失敗すれば、子どもの状況はいっそう悪くなります。子ども

を保護するための信頼できる機関、つまり、子どもを登録し、ケアを保証する手続き

を開始することのできる機関と、早急に連絡をとるようにしてください。 
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３ 乳幼児を抱えた保護者への支援について 

○ 子どもが保護者と一緒にいる場合は、子どもの世話をする保護者を支えてください。

子どもたちをどのように支えるかは、以下のことを参考にしてください。 
 

保護者が子どもを支えるためにできること 

【乳児】 

≫ 温かさと安全を保つ 
≫ 大きな音や混乱から遠ざける 
≫ 寄り添ったり抱きしめたりする 
≫ できる限り規則的な食事と睡眠のリズムを保つ 
≫ 穏やかでやわらかい声で話す 

【幼児・児童】 

≫ いつもより気にかけ、子どもとの時間を増やす 
≫ 安全であることを何度も言って聞かせる 
≫ 悪いことが起きたのはあなたのせいではないと話す 
≫ 子どもを保護者や兄弟姉妹、大切な人から引き離さない 
≫ できるだけいつもどおりの生活習慣や時間を守る 
≫ 何が起きたのかという質問には簡潔に答え、怖がらせるような詳しい話をし

ない 
≫ 子どもが怯えたり、あなたにまとわりついたりするようであれば、そばにい

させる 
≫ 指しゃぶりむやおねしょなど、赤ちゃん返りをし始めても見守る 
≫ できる限り、遊んだりリラックスしたりする機会をつくる 
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○ 保護者が負傷したり、ひどく動転していたり、あるいはその他の理由で子どものケ

アができない場合には、保護者への支援と子どもの世話をしてもらえるよう手配しま

しょう。可能な場合は必ず、信頼できる子どもを保護する機関またはネットワークの

関わりも得てください。子どもと保護者を一緒にしておき、離ればなれにならないよ

うに気を付けてください。たとえばもし保護者が治療を受けるために他に搬送される

ような場合には、子どもも同行させるか、搬送先をきちんと書き置き、子どもが保護

者と再会できるよう配慮してください。 
 
○ 子どもや保護者がその出来事から直接は影響を受けていない場合でも、子どもは危

機の現場に群がり、おそろしい出来事を目撃する場合もあることも忘れないでくださ

い。危機的な出来事の混乱状態のなかで、大人はあれこれ忙しいことが多く、そこで

子どもが何をしているのか、何を見、何を耳にしているのか、十分に目が届かないこ

とがあります。動揺させるような光景や話から子どもを守るよう心がけてください。 
 
子どものために言うべきこと、すべきこと 

【大切な人と一緒にいるようにする】 

≫ できる限り保護者や家族と一緒にいるようにする。離ればなれにならないよう

にする 
≫ 同伴者がいない場合、信頼できる子どもを保護するネットワークや機関につな

ぐ。一人にしておかない 

≫ 子どもを保護する機関がない場合、保護者を探すか、その子どものケアができ

る家族に連絡を取る手立てを講じる 
【安全を確保する】 

≫ 負傷者やひどい破壊など惨状を目にしないよう守る 
≫ 起きた出来事について、動揺させるような話が耳に入らないようにする 
≫ メディアや、危機対応を担うわけではなく話を聞きたがる人びとから子どもを

守る 

【聴き、話し、遊ぶ】 

≫ 落ち着いて穏やかに話しかけ、優しく対応する 
≫ 子どもたちの状況について子ども自身の考えを聞く 
≫ 子どもの目の高さで話すようにして、子どもに分かる言葉や説明を用いる 

≫ 名前を言って自己紹介をし、支援にきたことを伝える 
≫ 保護者や他の家族を見つける手助けをするために、子どもの名前やどこから来

たのかなどの情報を、できる限り調べる 
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≫ 保護者と一緒にいる場合は、子どものケアをする保護者を支える 
≫ 子どもと一緒に時間を過ごす場合、子どもの年齢に応じて、一緒に遊んだり、

子どもが関心を持っていることについての簡単なおしゃべりをしたりする 
 

 
 

 子どもたちも、困難に対応できる自分の力を持っているということを忘れないでくだ

さい。それがどのようなものであるのかを把握し、悪影響の可能性がある対処方法を用

いないように手助けをし、前向きの対処方法を支援してください。 
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災害時の子どもたちの心と体に現れる反応と親への助言 

（Ｎｏ．１） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

布団に入りたがらな

い、ひとりで寝るの

を嫌がる、夜中に叫

んで目を覚ますな

ど、眠ることに問題

を抱えているなら 

 怖い体験をすると、子ども

は安心できる人のそばにい

たがります。あなたがそば

にいないと、不安なのです。

 災害のあいだ、親と離れば

なれになっていた子は、ひ

とりで布団に入ると、その

ときのことを思い出すのか

もしれません。 
 眠るときは、他にすること

がないので、出来事のこと

を思い出しやすくなりま

す。しょっちゅう怖い夢を

みる子は、眠ることそのも

のを怖がるようになりま

す。 

 問題がなければ、子どもと一緒に

寝てあげましょう。 
 眠る前の習慣をもちましょう。本

を読み聞かせる、お祈りをする、

添い寝をするなどを毎日続けるこ

とで、子どもは、見通しがもてる

ようになります。 
 抱っこして、「そばにいるよ」「ど

こへも行かないよ」と伝え、安心

させましょう。子どもはわざとむ

ずかっているわけではありませ

ん。時間がかかるかもしれません

が、もう安全だと感じられるよう

になれば、きちんと眠るようにな

ります。 

親の身に何か悪いこ

とが起こるのではな

いか、とおびえてい

るなら（あなた自身

も、このような不安

を抱えているかもし

れません） 

 危険な目にあったあと、こ

のようにおびえることは自

然なことです。災害のあい

だ、家族と離ればなれにな

っていた場合、このおびえ

がさらに強くなることがあ

ります。 

 今はもう安全だということを、子

どもと自分自身に言い聞かせてく

ださい。 
 まだ安全な状態にないなら、子ど

もの安全のためにどんな努力をし

ているか、話してあげてください。

 もしあなたの身に何か起こった

ら、誰が子どもの世話をしてもら

うか、考えておきましょう。そう

することによって、あなたの心配

ごとが少し減るかもしれません。

 子どもが他のことを考えられるよ

うに、何か前向きなことを一緒に

やりましょう。 
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（Ｎｏ．２） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

あなたがどこかへ行

こうとすると（トイ

レに行くようなとき

にまで）、必ず、泣い

たりぐずったりする

なら 
 
 
 
あなたと離れること

に耐えられないなら

 まだしゃべれない子や、自分

の気持ちをうまく伝えられ

ない子は、すがりついたり泣

いたりすることで、怖い気持

ちを伝えているのかもしれ

ません。 
 「バイバイ」が、災害のとき

にひとりぼっちになった体

験を、思い出させるのかもし

れません。 
 お腹が痛くなる、脈が速くな

るなど、子どもはからだで反

応します。それは「やだ、マ

マと離れるなんていやだ

よ！」という、子どもの心の

叫びなのです。 
 子どもは、あなたを操作した

り、コントロールしたりしよ

うとしているのではありま

せん。おびえているのです。

 あなた以外の人が立ち去る

ときにも、怖がることがあり

ます。「バイバイ」をするこ

とが怖いのです。 

 今は、できるだけ子どもと一緒に

いるようにしましょう。 
 買物やトイレなど、ちょっとした

別れのときには、感情に名前をつ

け、体験に連続性をもたせること

で、子どもを支えてください。そ

の子を愛していること、この「バ

イバイ」は前の体験とは違うとい

うこと、あなたがすぐに戻ってく

ることなどを、言い聞かせます。

「こわいのね。ママに行って欲し

くないんだね。この前離ればなれ

になったときに、ママがどこにい

るか分からなかったものね。でも

いまは、前のときと違うのよ。す

ぐに戻ってくるからね」 
 もっと長く離れるときには、あな

たがどこへ、何しに行くのか、い

つ戻ってくるのかを伝え、よく知

っている人に一緒にいてもらいま

す。「あなたのことを考えるよ」と

伝えてあげましょう。写真、ある

いはあなたの持ち物を何か置いて

いき、できれば電話をしてくださ

い。戻ってきたら、会えなくて寂

しかったこと、その子のことを考

えたこと、あなたが確かに戻って

きたのだということを、伝えてく

ださい。このことは、繰り返して

伝えなくてはなりません。 
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（Ｎｏ．３） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

食べ過ぎる、あるい

は食べないなど、食

べることに問題を抱

えているなら 

 ストレスは、食欲を含め、さ

まざまな面で子どもに影響

を与えます。 
 健康的な食事は大事ですが、

食べることに重きをおきす

ぎると、それが親子関係にス

トレスと緊張をもたらすこ

とがあります。 

 リラックスしましょう。一般的に、

ストレスのレベルが下がれば、食

事の習慣は元に戻ります。無理に

食べさせないようにしましょう。

 子どもと一緒に食べて、食事の時

間を楽しく、くつろいだものにし

ましょう。 
 からだにいいおやつを、子どもの

手の届く場所においてみましょ

う。幼い子どもは、あちこち動き

回りながら食べるものです。 
 心配なら、あるいは子どもの体重

が明らかに減少しているような

ら、小児科医の診察を受けましょ

う。 
できていたことが、

できなくなったら

（おまるを使うこと

など） 
 
言葉が出ていたの

に、しゃべれなくな

ったら 

 ストレスを受けたり、恐怖を

感じたりすると、できるよう

になっていたことが、一時的

にできなくなることがあり

ます。 
 幼い子どもは、このようにし

て、自分が大丈夫ではないこ

と、親の助けが必要なことを

伝えています。 
 再びおもらしが始まるなど、

できるようになったことが

できなくなることで、子ども

は困惑し、恥ずかしい思いを

しています。子どもの気持ち

を理解し、支えてあげましょ

う。 
 子どもは、わざとこのような

ことをしているわけではあ

りません。 

 叱らないようにしましょう。叱ら

れるとこどもは、もう二度とでき

るようにならないのでは、と不安

になります。 
 無理強いをしてはいけません。力

と力の争いに終わるだけです。 
 おまるが使えないことなど、「でき

る・できない」を問題にしないで

ください。それよりも、理解され

ていること、受け入れられている

こと、愛されていること、手助け

が得られることを、子どもに伝え

ましょう。 
 できなくなったことは、安心感が

増すにつれて、回復するものです。
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（Ｎｏ．４） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

危険をかえりみ

ず、危ないことを

するようになった

ら 

 不思議なことに、子どもは

安全でないと感じると、安

全でないふるまいをしま

す。 
 次のように伝えるのは、ひ

とつの方法です。「あなた

は、私にとって大切な存在

なの。あなたが危ないこと

をしたら悲しいよ。私を安

心させてくれないかな」 

 子どもの安全を守ってください。落ち

着いて子どもに近づき、必要なら抱き

とめてください。 
 その行為が危険であること、その子が

大切な存在であること、あなたが子ど

もの安全を願っていることを、伝えま

しょう。 
 別のもっといい方法で、あなたの関心

を自分に向けられることを、子どもに

示してください。 
以前は怖がらなか

ったものを、怖が

るなら 

 幼い子どもは、両親は全能

であり、あらゆるものから

自分を守ってくれると信じ

ています。こう信じること

によって、子どもは、自分

が安全だと感じることがで

きるのです。 
 災害によって、この信念は

損なわれます。その信念が

なければ、世界は恐ろしい

場所となります。 
 子どもは、いろんなきっか

けで災害を思い出し、怖が

ります。（雨、余震、救急車、

怒鳴り声、あなたのおびえ

た表情など） 
 子どもが怖がるのは、あな

たのせいではありません。

災害のせいなのです。 

 子どもがおびえているときには、あな

たが子どもの安全を守る方法につい

て、話してあげてください。 
 何かのきっかけで子どもが災害を思

い出し、災害がもう一度起こっている

のではないかと不安になっていると

きは、いま起こっていること（雨、余

震など）が、災害とどう違うか理解で

きるよう、助けてあげてください。 
 子どもがおばけについて話したら、一

緒にに追い払いましょう。「おばけは

出てけ。私の可愛い子にかまわない

で。おばけなんか、アッカンベーして

怖がらせて追い払おう。やーい、おば

けなんかアッカンベー！」 
 あなたの子どもは幼すぎて、あなたが

どんなふうに自分を守ってくれたか、

理解できないかもしれません。だとし

ても、あなたは、自分がよいことをし

たのだということを、自覚しましょ

う。 
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（Ｎｏ．５） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

興奮してじっと座っ

ていられなかった

り、ものごとに集中

できなかったりした

ら 

 恐怖は、神経エネルギーを高

めます。それは、からだにも

影響を与えます。 
 心配ごとがあると、大人は歩

きまわります。幼い子ども

は、走ったり、飛びはねたり、

そわそわと動きまわったり

します。 
 子どもの悪いところばかり

に目を向けていると、その他

のことが、見えにくくなりま

す。 
 生まれつき、よく動く子ども

もいます。 

 子どもが、怖さや不安などの感情

を理解できるように、助けてやり

ましょう。そして、いまは安全で

あることを伝えて、安心させてあ

げてください。 
 ストレッチ、かけっこ、スポーツ

深呼吸などをして、神経のたかぶ

りを鎮められるよう、助けてあげ

ましょう。 
 子どものそばに座って、一緒に楽

しめることをやりましょう。ボー

ル投げ、絵本読み、ごっこ遊び、

お絵かきなど。子どもが走り回る

のをやめなくてもかまいません。

 生まれつきよく動く子の場合は、

前向きに考えましょう。その子の

持っているエネルギーは、ものご

とを成し遂げるための力なので

す。その子がやりたいことに、ぴ

ったりくる活動を見つけてやりま

しょう。 
暴力的な遊びをする

なら 
 
災害や、自分の見た

ひどい光景について

話し続けるなら 

 幼い子どもは、遊びのなかで

気持ちを表現します。子ども

は、暴力的な遊びをすること

で、どれほどたいへんなこと

が起こったのか。あるいは今

起こっているのか、そしてそ

れをどう感じているのか、表

現しています。 
 起こった出来事について話

すことで、あなたにも子ども

にも、激しい感情（恐怖、怒

り、悲しみ）が生じることが

あります。 

 もしあなたが耐えられるなら、そ

の子なりの「語り」に耳を傾けて

あげましょう。 
 子どもが遊んでいるあいだは、子

どもの感情に注目し、感情に名前

をつけられるよう手助けしましょ

う。そばにいて抱っこしてやった

り、なだめてやったりして、子ど

もを支えてあげてください。 
 激しく動揺する、上の空になる、

同じ怖い場面を繰り返すなどの場

合は、子どもを落ち着かせ、安全

であることを伝えます。専門家へ

の相談を考えてください。 
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（Ｎｏ．６） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

わがままになり、支

配的になって、何で

も自分でやりたがる

なら 
 
自分のやり方にこだ

わっていて、「がん

こ」に見えるなら 

 １歳半から３歳くらいまで

の子どもは、何でも自分でや

りたがるものです。 
 イライラさせられることで

しょう。しかし、これは健康

な発達の一過程なのです。子

どもが自分の重要性を知り、

自発性を習得することに役

立っています。 
 安全でないと感じると、子ど

もは普段より支配的になる

ことがあります。これは、恐

怖に対処するひとつの方法

なのです。「あんまりめちゃ

くちゃだから、ぼくがきちん

としなくちゃいけないんだ

よ」とかれらは言います。 

 あなたの子どもは、支配的なわけ

でも、悪い子になったわけでもな

いことを忘れないでください。し

かし、今は安全を感じられないた

めに、ひどくなっているかもしれ

ません。 
 ちょっとした主導権を、子どもに

握らせてあげましょう。着るもの、

食べるもの、遊びの種類、読んで

もらう絵本などを、子ども自身に

選ばせてください。小さなことを

支配できれば、子どもの機嫌はよ

くなります。ただし、選択権を与

えることと、毎日の日課のバラン

スは、取ってください。場を完全

に仕切らせてしまうと、安全であ

るという感覚が保てなくなるかも

しれません。 
 子どもが新しいことに挑戦すると

きには、励ましてあげましょう。

自分で靴が履けるようになる、パ

ズルができるようになる、ジュー

スを注げるようになる、そうした

ことで子どもは、「自分でできる」

という感じをもてるようになりま

す。 
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（Ｎｏ．７） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

かんしゃくをおこ

したり、ぐずった

りしているなら 
 
普段よりも大声で

わめくなら 

 かんしゃくは、災害の前から

あったかもしれません。かん

しゃくは、幼ない子どもには

つきものです。ものごとがう

まくやれず、してほしいこと

をうまく言葉で言いあらわせ

なければ、イライラするもの

です。 
 いま、あなたの子どもには我

慢できないことがたくさんあ

ります（あなたと同じよう

に）。泣いたりわめいたりする

ことが、どうしても必要なの

かもしれません。 

 どれほど大変かわかっているよ、と伝

えてあげましょう。「いろんなことが

めちゃくちゃになってしまって、怖い

ね。おもちゃもテレビもないし、むし

ゃくしゃしてるんだね」 
 かんしゃくには、普段より寛大になり

ましょう。叱るのではなく、愛情で応

えてください。普段のあなたのやり方

とは違うかも知れませんが、状況が違

うのです。泣き叫んでいるなら、一緒

にいてやり、あなたが子どものために

そこにいることを、分からせてあげま

しょう。かんしゃくが頻繁になった

り、あまり激しくなるようなら、適度

なところで歯止めをかけてください。 
あなたを叩くなら  叩くことは、子どもにとって、

怒りを表現する手段です。 
 大人を叩くことが可能なと

き、子どもは、自分が安全だ

と感じられません。あなたを

守ってくれるはずの誰かを叩

きうることは、怖いことなの

です。 
 誰かが人を叩いているところ

を、目にしたせいかもしれま

せん。 

 子どもが叩いたら、その都度「いけま

せん」と言ってください。叩けないよ

うに両手をおさえて、子どもを座ら

せ、次のように伝えましょう。「叩い

てはいけません。危ないのよ。叩くの

をやめないなら、ここに座っていなさ

い」 
 子どもがある程度の年齢に達してい

るなら、言葉で言わせるようにする

か、どう行動すればいいかを教えまし

ょう。「お口で言ってごらん。あのお

もちゃが欲しい、って」 
 遊び、おしゃべり、お絵かきなどに誘

って、他の手段で怒りを表現できるよ

うにしましょう。 
 もしあなたが、他の大人との間に葛藤

を抱えているなら、子どもが見聞きで

きないような離れた場所で、解決にあ

たるよう努めてください。 
 必要があれば、友達、あるいは専門家

に、自分の気持ちを話してください。
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（Ｎｏ．８） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

あっち行って！だ

いっきらい！と言

うなら 
 
何もかもあなたの

せいにするなら 

 本当の問題は、災害と、災害

が引き起こすあらゆる事柄で

す。でもあなたの子どもは幼

すぎて、そのことを十分に理

解できないのです。 
 ものごとがうまくいかないと

き、幼い子どもは親に腹を立

てます。なぜなら子どもは、

悪いことが起こらないように

するのは、親の義務だと信じ

ているからです。 
 あなたが悪いわけではありま

せん。しかし、いまはあなた

自身を守るときではありませ

ん。子どもには、あなたの助

けが必要なのです。 

 子どもが経験したことを、思い出し

てください。子どもは、言いたくて

そんなふうに言っているわけでは

ないのです。子どもは腹を立て、た

くさんの辛い思いを抱えています。

 怒りの感情を受けとめてあげてく

ださい。けれども、徐々にその怒り

を災害に向け直すようにします。

「ものすごく怒ってるね。嫌なこと

が、いっぱいあったものね。私も腹

が立つよ。こんなこと、起こらなか

ったらよかったのにって、心から思

う。でもね、ママにも、台風を起こ

らないようにすることはできない

の。そんなこと、私にもあなたにも、

できないことだよね」 
遊びやその他のこ

とを、何もしたが

らないなら 
 
まったく何の感情

（うれしい、悲し

いなど）も、もっ

ていないように見

えるなら 

 子どもは、あなたの助けを必

要としています。あまりにい

ろんなことが起こったため、

悲しみでいっぱいになってい

るのかもしれません。 
 ストレスを受けたとき、わめ

く子どももいれば、黙り込む

子どももいます。いずれにせ

よ、子どもはあなたを必要と

しています。 

 子どものそばに座り、一緒にいてあ

げましょう。あなたが気にかけてい

ることを、伝えてください。 
 もしできるなら、子どもの気持ちを

言葉にしてあげてください。「何も

したくないみたいだね。悲しいのか

な。悲しくなってもいいんだよ。私

がそばにいるからね」 
 本を読む、歌をうたう、一緒に遊ぶ、

どんなことでも、子どもが好きそう

なことを、一緒にしてみましょう。
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（Ｎｏ．９） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

泣き続けているな

ら 
 あなたの家族は、災害のため

に、たいへんな変化を経験し

てきたのでしょう。子どもが

悲しむのは、自然なことです。

 たとえ悲しみを消してやるこ

とはできなくても、悲しみを

表現させ、なぐさめてやるこ

とで、子どもを支えることは

できます。 
 あなた自身が強い悲しみを抱

えているなら、誰かに支えて

もらうことが、必要かもしれ

ません。あなたの幸せと子ど

もの幸せは、つながっていま

す。 

 悲しみを表現させてあげましょう。

 自分の感情に名前をつけ、なぜその

ように感じているか理解できるよ

う、手助けしてください。「悲しい

のね。あんなことやこんなことや、

辛いことがいっぱいあったものね」

 そばにいて、たくさんの関心を注い

でやることで、子どもを支えてくだ

さい。子どもと、いつもと違う時間

を過ごしましょう。 
 未来に希望がもてるよう、手助けし

てあげましょう。これから生活がど

んなふうに続いていくかというこ

と、これから体験する楽しいこと

－散歩へ行ったり、公園や動物園

へ行ったり、友達と遊んだりなど

－について考えたり、話したりす

ることは、大切なことです。 
 あなた自身のケアもしましょう。 
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（Ｎｏ．１０） 
乳幼児をもつ親への助言 

もし子どもが・・・ 理解の仕方 援助の方法 

災害のあと会えな

くなった人を、恋

しがるなら 

 幼い子どもは、いつも自分の

感情を表現するとは限りませ

んが、それでも、大切な人と

の連絡が途絶えてしまうこと

は、子どもにとって辛いこと

であることを知っておいてく

ださい。 
 近しい誰かが亡くなった場

合、子どもは災害に対して、

強い反応を示すことがありま

す。その反応が激しくなり、

２週間以上続くようなら、専

門家の援助を求めたほうがよ

いかもしれません。 
 幼い子どもは、死を理解でき

ません。死んだ人が戻ってく

ると信じていることがありま

す。 

 引っ越していく人と、何らかの形で

連絡をとれるようにしてあげてく

ださい。（写真やハガキを送ったり、

電話をかけたりなど） 
 これらの大切な人について、子ども

と話しましょう。そうした人たちと

離れていても、思い出して話をする

ことによって、あたたかい気持ちを

持ち続けることができます。 
 大切に思っていた人に会えなくな

ることが、どれほど辛いことか、分

かってあげましょう。子どもは寂し

いのです。 
 誰かが亡くなった場合は、子どもの

質問に、わかりやすく率直に答えて

ください。 

災害のせいで失っ

たものを、恋しが

るなら 

 災害が家族や地域に甚大な喪

失をもたらすと、子どもにと

って、おもちゃや他の大事な

もの（ブランケットなど）を

失ったことが、どれほど大き

な意味をもつことか、簡単に

忘れられてしまいます。 
 おもちゃのために嘆き悲しむ

ことは、災害で変わってしま

ったすべてのものごとに対

する、子どもなりの悲しみの

表現でもあります。 

 悲しみを表現させてあげましょう。

子どもにとって、おもちゃやブラ

ンケットをなくすことは、悲しい

ことなのです。 
 可能なら、おもちゃやブランケット

に代わるものを、探してあげまし

ょう。それは、子どもの気に入る

ものでなくてはなりません。 
 他の活動に誘って、子どもに気晴ら

しをさせてやりましょう。 
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第２章 

 

妊産婦・乳幼児を守るための災害時における留意点 
 

 

 

 

 

  



  



 

 

１ 大規模災害に備えた準備 

 

① 家族であらかじめ避難場所を決めておくことが必要です。特に津波被害が想定されている

地域の方々は、高台の避難所への避難を想定しておくことが必要です。 

  また、被害が大きい場合の一時避難先として、離れた所に住む親せきや知人など事前に見

つけておくことも大切です。 

 

 

 

 

 

② 外出する時は常に母子健康手帳、お薬手帳などを持って行くよう心がけてください。 
 

③ 震災発生後３日程度で、国や被災地外の自治体からの支援が開始されます。 

子どもの年齢に合わせて、少なくとも３日間、出来れば1週間は生活可能な物品を備蓄す

るよう努めてください。 

特に、乳児を抱えた方については、昔ながらの「おんぶ紐」や「さらし」を用意しておく

と避難生活で役立つことがあります。 

【例】 

・防災バック 

 「手さげバック型」ではなく、両手が自由になる「リュック型」をお勧めします。 

・衣類等 

子どもの着替え、バスタオル、紙おむつ、ミニタオル 

※ ミニタオルは乳幼児のよだれ掛けとしても使用できます。 

・食料品 

年齢に合わせた子どもの食料品、ペットボトルの水（ミネラル分が多く含まれる硬水は避

けます。） 

また、粉ミルクが必要なお子さんの場合には、ライフラインが止まってもお湯を沸かせる

ことができるように自宅にカセットコンロを備えておくことをお勧めします。 

※ 避難所の備蓄品や配給にはアレルギー疾患に対応したものがほとんど用意されていな

いため、アレルギー疾患を持つ子どもの場合は、特に年齢や発育状態に合わせたものをで

きる限り用意しておくことをお勧めします。 

  

第１節 市町村から妊産婦、乳幼児を抱えた母親へ伝えてほしいこと 

☆ NTT災害用伝言ダイヤル「１７１」 

 家族の安否の確認などの連絡に活用できます。携帯電話の「災害用伝言板」は、各社で

同様のサービスを提供しているため、あらかじめ確認しておきましょう。 

「愛知県 防災局 防災危機管理課作成防災用具チェックリストより」
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・薬 

 いつも服用している薬がある方は、薬のストックについて主治医と相談しておきましょ

う。 

また、避難先で、常時使用している薬が必要となった時のために、お薬手帳や処方薬の内

容がわかる説明書を準備しておきましょう。 

・その他 

清浄綿、ビニール袋、タオル、女性用ナプキン、母乳パット、ティッシュペーパー、マス

ク、おしりふき、防寒用品（ひざ掛け（授乳時の目隠しにもなる）、貼るカイロ） など 
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２ 大規模災害が発生し、避難所に避難した時の対応 

 

① 妊婦の方は、避難所で健康管理や生活上の配慮を受けることができるように『妊娠してい

ること』を難所の管理者等に伝えておくことが必要です。 

  そうすることで、夫や家族が探しに来た場合の参考になります。 
 
 

② 妊娠は病気ではありませんが、環境の変化が胎児に影響を及ぼす可能性があり、配慮が必

要な者に位置づけられています。特に、妊娠初期は流産しやすい時期でもあり、体調の変化

には注意が必要です。 

少しでも体調の変化を感じたら、支援を行っている助産師や保健師に相談しましょう。 

   

【気をつけたい症状】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 「厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課平成23年5月20日付事務連絡より」 
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③ 避難生活では、食事内容が偏りがちです。そのため、東日本大震災時の避難所でも、妊娠

高血圧症候群などに対する不安を訴える妊婦の方がいました。 

  また、避難所での生活は、水の不足から歯の清掃が難しかったことやお菓子を食べる機会

が増えたことなどから、震災後に子どもの虫歯が増えて困ったという事例がこれまでにも報

告されています。不安がある場合は、支援を行っている保健師や栄養士等に相談しましょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 母乳栄養、またはミルクとの混合栄養により赤ちゃんを育てているお母さんは、災害時に

はできる限り母乳により赤ちゃんを育てることを心がけてください。 

災害による精神的なショックなどで一時的に母乳が減ってしまう可能性がありますが、与

え続けることで、また出るようになります。もし、母乳不足や母乳が出なくなった等の不安

がある場合は、支援を行っている助産師や保健師に相談しましょう。 

また、ミルクで赤ちゃんを育てている方は、災害時には、ほ乳瓶の消毒やお湯の確保が困

難な場合があるため粉ミルクや水の備蓄、紙コップを利用した授乳などの対応を考えておく

必要があります。不衛生なミルクを与えた場合は、下痢などの症状を起こすことがあります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

むし歯予防のポイント 

 避難生活では、救援物資に甘い食品が多く、いつもどおり歯みがきができないため、むし

歯が増えたり進行するおそれがあります。 

菓子パンやお菓子は、頻回な飲食を避け、食べる時間を決めましょう。水が確保されたら、

ガーゼやウエットティッシュを利用して歯の掃除をしたり、歯みがきを行いましょう。歯み

がきができない場合は、お茶を飲んだり、少量の水でブクブクうがいをしましょう。 

参考「災害時口腔ケア支援活動ハンドブック（愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課）」

ミルク用のお湯に確保について 

 外国のミネラルウォーターに多い硬水は消化不良を起こしやすいため、ミルク用には軟水

を備蓄しましょう。ペットボトルのラベルに「軟水」、「赤ちゃんのミルクに使えます」など

と記載されています。 

ほ乳びんが使えない場合 

 赤ちゃんでも清潔な紙コップから飲むことができます。 

 ① ミルクを紙コップの半分以上になるよう入れます。 

 ② 赤ちゃんがちゃんと目が覚めているときに、たて抱っこします。 

 ③ 紙コップを赤ちゃんの下唇にあてて、少量ずつ飲ませます。 

   ※ 赤ちゃんのペースに合わせて、ゆっくり飲ませましょう。口の中にミルクを注ぎ込むのではな

く、赤ちゃんが自分で飲むようにします。１回の授乳は30分位で切り上げます。 

  参考「一般社団法人 日本新生児成育医学会ホームページ－災害時の子育て情報」より
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⑤ 東日本大震災時の避難所で、環境の変化により赤ちゃんが泣き止まず、避難者をイライ

ラさせたとして辛い思いをされた方がいました。 

赤ちゃんが泣き止まない時は、抱っこをしたり 

母乳を与えたりして、赤ちゃんが落ち着きやすく 

することが必要です。母乳を与えやすい授乳服や 

スリングなどを活用することもひとつの方法です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ お母さんが不安そうにしていると、子どもも不安で落ち着きがなくなり、おねしょや夜泣

きなどの「赤ちゃん返り」をすることがあります。できるだけお母さん自身が心を穏やかに

過ごすことが必要です。お母さん一人で頑張らず、周りの人に手助けを求めましょう。 

お母さん自身が強い不安を感じて落ち着かない場合は、支援を行っている助産師や保健師

に遠慮をせずに相談しましょう。必要に応じて臨床心理士等の相談が受けられるよう配慮を

行っています。 
 
 

⑦ 東日本大震災では、被災した周りの景色を見ながら通学した子どもが、被災当時の状況を

思い出し、気分が悪くなったことがありました。 

子どもの気持ちが落ち着かない場合は、支援を行っている保健師等に相談しましょう。必

要に応じて臨床心理士等の相談が受けられるよう配慮を行っています。 

 

 

 

 

  

お気に入りのおもちゃやタオル、ミニ絵本など 

 子どもは、環境の変化に敏感です。可能であれば、いつも使っているおもちゃやお気に入

りのタオルなどがあれば、気持ちを落ち着けるために役立ちます。 
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１ 大規模災害に備えた準備 

 

① 東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県釜石市でも、被害がなかった地域の住民と津波

被害を受けた地域の住民では、災害のとらえ方に対する温度差があると指摘しています。 

また、被害があまりなかった岩手県の内陸部にお住まいの方で、沿岸部に仕事のために出

かけられ津波に遭った方がいました。 

いつ、どこで災害に遭うかわかりません。 

子育て教室等の機会で避難場所の周知を図り、家族が別行動をしている時に災害が起きた

場合の避難所、集合場所などを決めておくよう常に啓発する必要があります。 
 

② 東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県釜石市では、津波被害で母子健康手帳をなくし

た方が多く発生しましたが、データを管理するパソコンの復旧を待つ間は、再発行業務がす

ぐにできず混乱が生じました。 

  母子健康手帳がないと、妊婦健康診査の記録や子どもの予防接種歴がわからなくなり、妊

娠中の健康管理上に支障が生じたり、子どもの予防接種が困難となる場合もあります。 

外出時には母子健康手帳を常に持って行くよう啓発する必要があります。 
 

③ 避難した妊産婦、乳幼児は、健康状態、妊娠週数、年齢、アレルギー等状態は様々です。

妊産婦や乳幼児に配慮した食料や生活用品などの備蓄を検討するとともに、アレルギーに

対応した備蓄品の検討も重要です。 

また、住民に対して、家庭の事情に合わせた備品を自助により確保し、持ち出し可能な状

態にしておくよう啓発することも重要です。 
 

④ 全ての避難所で、妊産婦や乳幼児に配慮した備品、設備を事前に用意することは難しいこ

とから、妊産婦や乳幼児に配慮した福祉避難所の設置を検討しておく必要があります。 

また、災害時には、安心して避難できる福祉避難所への避難について、あらかじめ住民に

周知しておく必要があります。 

※ Ｐ.７２「第３章 災害時に妊産婦・乳幼児を守る市町村の対策（先進事例）」参照 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２節 妊産婦、乳幼児を守るための市町村への提言 
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⑤ 乳児に必要なミルクを作るためにはお湯が必要となるため、乳幼児に配慮した備蓄品の一

つとしてカセットコンロ等の確保が必要です。 

東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県釜石市では、１つのカセットコンロを皆が使用

したため、所在がわからなくなったことがありました。これらのことから、カセットコンロ

等を乳幼児専用として確保しておくことも重要です。 

 

⑥ 東日本大震災では、多くの自治体職員も被災者となりましたが、職務を優先し復興に向け

て取り組みました。 

 職員自身の生活の支援や、働いている間にわが子を預ける託児所の設置など、職員が安

心して職務に専念できるようバックアップするシステムを検討しておく必要があります。
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２ 安心して生活ができる避難所運営にあたっての留意事項 

 

① 環境の変化は胎児に影響を及ぼす可能性があり、特に、妊娠初期は流産しやすい時期であ

るため、体調の変化には注意が必要な要支援者です。 

  胎児や母体を守るためにも、体調の変化や異常等を把握しやすいよう妊婦の所在の把握は

必要です。 
 

② 東日本大震災で避難した妊婦が「自分は妊婦であること」を言い出せず、冷えの強い場所

で我慢していた現状があります。妊娠中に身体を冷やすことにより、早産や流産につながる

可能性があります。胎児と母体の命を守るためにも、妊婦を把握した場合は可能な限り冷え

の強い場所は避け、毛布などで暖かくする等配慮が必要です。 
 

③ 東日本大震災時の避難所において、性被害に関する注意喚起の張り紙が貼られていまし

た。男女が混在した集団生活では、子どもや女性が被害に遭いやすく、性被害を防ぐために、

全ての避難所への注意喚起はもちろんのこと、安心して避難生活が送れるようトイレ、更衣

室などへの対策が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 東日本大震災においても、避難所の運営をほとんど男性が担っていました。しかし、女性

特有の物資（生理用品等）を無造作に置いていたため、女性から「恥ずかしくて取りに行け

なかった。」等の声があるとともに、意見交換を行った保健師や助産師の多くから配慮を求

める意見が出されました。 

避難所の運営にあたっては、※必ず女性をメンバーに加え、女性特有の配慮（女性特有の

物資の保管や配布方法等）、特に妊産婦や乳幼児を抱えた 

母親たちへの配慮や支援（悪阻の対応、授乳の対応、そ 

の他妊娠、育児の様々な相談など）が適切に行われるよ 

う避難者同士の助け合いが必要です。 

※ 「愛知県避難所運営マニュアル」では「女性の割合を少なくとも3割以上となるよう努める」としています。 

 

 

 

女性や子どもへの注意喚起 

 ・人目のないところやトイレには1人でいかない。 

 ・必ず２人以上で行動する。 

 ・なるべく明るい時間に行動する。 

 ・移動する際はまわりの人に声を掛け合う。   など 

  「愛知県 防災局 災害対策課作成：愛知県避難所運営マニュアルより」
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東日本大震災では、被害状況（家が流されて全壊した、家は流されなかったが浸水して住め

ない等）、職業（公務員）、被災状況（家族に亡くなった方がいる）などにより残念ながら差別

的な状況が発生してつらい思いをした被災者がいました。 

大規模災害で被災された方は、被害等の大小に関わらず、心に傷を負っています。 

避難生活においては、被災者同士が助け合っていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

第３節 その他 

被災者の皆さんへのお願い 
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第３章 

 

市町村の防災対策の現状と先進事例 
 

 

 

 

 

  
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1　妊産婦・乳幼児に対する災害対策に関する調査（市町村）

（１）　調査目的

（２）　実施主体
　　愛知県健康福祉部児童家庭課

（３）　調査対象

（４）　調査時期

　　平成２７年８月１８日から９月８日まで

（５）　調査結果

イ　避難所運営マニュアル等について

　　市町村における妊産婦・乳幼児に配慮した防災計画や避難所マニュアルなどの整
　備状況等について現状を把握することを目的とする。

　　県内５４市町村の母子保健主管課へ調査票を送付し、防災担当課とも協議の上で回答
　を作成していただくよう依頼した。

　　ア　地域防災計画等で「妊産婦」、「乳幼児」等に「要配慮者」として位置づけがあ
　　　る市町村の数

位置づけ

ている, 
35

位置づけ

ていない, 
12

その

他, 7

要配慮者としての位置づけ（ｎ＝５４）
地域防災計画等で「妊産婦」、

「乳幼児」等に「要配慮者」とし

て位置づけがある市町村は３５

（６４．８%）であった。

位置づけていない市町村も、明

確な位置づけはないが要配慮者と

して想定しているなどの記載がみ

られた。

「その他」とした市町村では、

自由記載で「現在検討中」などで

あった。

記載あり, 
22

記載なし, 
21

その他, 
11

避難所運営マニュアル等への記載の有無

（ｎ＝５４）

「避難所運営マニュアル」等に記

載がある市町村は、２２（４０．

７%）であった。

「その他」とした市町村の自由記

載欄には、「市町村独自のマニュア

ルに記載はないが、県のマニュアル

に準拠する」等の記載も見られた。
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ウ　妊産婦、乳幼児専用の避難所の有無

エ　妊産婦、乳幼児に配慮した避難所の有無

オ　乳幼児用の備蓄品について

妊産婦、乳幼児に配慮した避難
所が「ある」市町村は、１４市町村
であった。具体的な場所としては、
「福祉避難所」、「児童施設」、
「小中学校体育館」、「図書館等」
であった。

また、その避難所での具体的な配
慮事項としては、「授乳スペース等
確保のためのパーテーションの備
蓄」、「紙おむつ等乳幼児用品の備
蓄等」などの記載があった。

妊産婦、乳幼児専用の避難所が
ある市町村は、３市であった。

避難所に指定されている所は、
「保育園」や「子育て支援セン
ター」であった。

※購入備蓄…各自治体が購入・保管している備蓄物資

※流通備蓄…各自治体が、災害時に上記備蓄品の供給を受けるため、契約によ

り、業者の倉庫で流通させながら確保する備蓄物資（ランニングス

トック方式）

※供給協定…各自治体が、災害時に上記備蓄品の供給を受けることを、協定で

約している備蓄物資

【参考】

ない, 51

ある, 3

妊産婦、乳幼児専用の避難所の有無（ｎ＝５４）

なし, 40

ある, 14

妊産婦、乳幼児に配慮した避難所の有無

（ｎ＝５４）
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上記以外の備蓄品がある市町村は９市町村であった。

備蓄されているものは、「ミルトン（ほ乳びん用消毒剤）」、「おしりふき」、「おむつ

カバー」、「カセットコンロ」、「カセットボンベ」等となっていた。

なし, 1

あり, 53

乳幼児のための備蓄品について（ｎ＝５４） 乳幼児のための備蓄品について
「ある」市町村は、５３市町村で
あった。

具体的な備蓄品の種類は、以下の
グラフのとおりである。「調乳用の
水」の「その他」は、「乳幼児の調
乳用としての備蓄ではないが、飲料
水用としての水が調乳に利用でき
る」という回答であった。

21 21

8

30

6

33

2 1 1 0 1 0

5
2

4
6 7

1

7 7

1
3

1

9

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

購入備蓄 流通備蓄 供給協定 購入及び供給協定 その他

具体的な乳幼児のための備蓄品について
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カ　妊産婦、乳幼児を抱えた家庭に対して 災害時の避難ルートや避難所の場所
　　の周知を実施しているか。

実施, 30
未実施, 

24

避難ルート等の周知について（ｎ＝５４）

5
8

17

0

5

10

15

20

具体的な周知方法

乳幼児を抱えた家庭に対して、災害時の避難ルートや避難所の場所等を案内して

いる市町村は、３０市町村で、「広報誌に掲載」が５市町村、「専用のちらし等を配布」

が８市町村、「その他」が１７市町村であった。

なお、「その他」の記載内容は、母子保健事業である「乳児健診」や「育児教室」、

「育児相談」で周知しているなどであった。
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２　妊産婦・乳幼児に対する災害対策に関する意識調査（保護者）

（１）　調査目的

（２）　実施主体

　　愛知県健康福祉部児童家庭課

（３）　配布数及び回答数

　　配布数：１３７　　回答数：７４　　回答率：５４．０％

（４）　回答者

母 67 90.5% 20歳代 12 16.2%

父 4 5.4% 30歳代 45 60.8%

祖父母 3 4.1% 40歳以上 17 23.0%

計 74 100.0% 計 74 100.0%

（５）　調査結果

ア　災害時の避難等についてあてはまるもの（複数回答） (N=74)

　　愛知県内の乳幼児を持つ保護者が災害に備えてどのような準備をしているか把握
　するために保健所を通じて質問紙を配布し、後日回答を回収した。

乳幼児を持つ保護者の方に、災害時の避難・連絡などの行動についての家族等と決

めているかどうかについては、「家族、友人と災害時の避難場所を決めている」が46

人（62.2%）であり、「家族、友人と災害時の連絡方法を決めている」は10人

（13.5%)や「子どもの保育園・学校と連絡方法を決めている」は28人（37.8%）で

あった。

「いざという時には住まわせてもらえる親族、友人がいる」は19人（25.7％）で

あった。

3

19

28

10

46

0 10 20 30 40 50

その他

いざという時には住まわせて

もらえる親族、友人がいる

子どもの保育園・学校などと

連絡方法を決めている

家族、友人と災害時の

連絡方法を決めている

家族、友人と災害時の

避難場所を決めている

- 67 -



ウ　行政の防災対策の周知について(複数回答)　　　(N＝74)

イ　妊娠中に災害が起きた時に不安に思うこと（複数回答）　　　(N＝74)

妊娠中に不安に思う（調査時点で妊娠中でない場合は、妊娠中を思い出して回答）

ことについては、「家族の安否」及び「胎児の安否」がともに65人（87.8%)で最も多

かった。次に、多かったものは「避難所での生活」が51人(68.9%)、「分娩のこと」

が49人（66.2％）となっていた。

市町村の防災対策の周知については、「避難所」を知っているものが最も多く、52

人（70.2％）であった。「避難所」について「小学校、公民館」など具体的に記入し

ていたものは、46人であった。

次に知っているものは「備蓄品」と「防災訓練」がともに13人（17.6％）であっ

た。

実際の避難に備えて重要な「避難勧告の出され方」については、6人（8.1％）と、

周知度が低くなっていた。

2

11

16

33

49

36

51

25

65

35

65

0 10 20 30 40 50 60 70

特にない

避難経路・帰宅方法

住居の耐震性

生活物資の支給

分娩のこと

医療機関や健診

避難所での生活

避難方法

胎児の安否

自分の体調

家族の安否

0

6

13

13

52

0 10 20 30 40 50 60

防災計画

避難勧告の出され方

防災訓練

備蓄品

避難所
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エ　備えている備蓄品(複数回答) (N＝74)

オ　母乳や粉ミルクを飲む年齢の子どもへの備え (N=62)

(人)

乳幼児を持つ保護者が家庭に備えている備蓄品で最もおかったのは「懐中電灯」の

46人（62.2％）、次に「飲料水」の45人(60.8%)、「非常用食料品」が37人

（50.0％）となっていた。

「粉ミルク」を備蓄していると答えた者は、5人（6.8％）であったが、そのうちの

4人は、授乳方法が「人工栄養のみ」のものであった。

13

6

7

4

19

46

9

14

5

7

17

19

14

26

29

5

37

45
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記入なし

その他

子ども用のおやつ

子どものおもちゃ

カセットコンロ

懐中電灯

簡易トイレ

カイロ

毛布

衣類等

貴重品持ち出し

携帯ラジオ等

医薬品

おしりふき

紙おむつ

粉ミルク

非常用食料品

飲料水

7
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カ　外出時に常時携帯しているもの(複数回答) (N=74)

キ　 国の「災害対策要綱」の最低 3日間の自給食料の備えに関する勧告の周知 (N=74)

乳幼児を持つ保護者が外出時に常時携帯しているものをきいたところ、「保険証」

が49人（66.2%)、「おむつ」が42人（56.7%）、「おしりふき」が41人（55.4％）と

なっていた。「母子健康手帳」は35人(47.3%）で5割に満たなかった。

調査の対象は6歳未満のお子さんを持つ保護者の方としており、0歳児のいる家庭が

11件(14.9%)、1歳児のいる家庭が18件(24.3%)であったため、「母子健康手帳」を常

時携帯する割合に影響したと推測された。

国の「災害対策要綱」では、最

低３日間、出来れば１週間の自給

食料の備えについて記載してい

る。南海トラフ巨大地震では、１

週間以上の自給食料の備えを勧め

ている。

35
38

49

6

16 16

5

42 41
35

6
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60

知ってい

る,38(51
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知らな

い,34(45

.9%)

未記入,2

（2.7％)

災害対策要綱の周知（N=74）
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ク　知りたいこと、行政に望むこと

・具体的に何が必要か（子どもの年齢に沿って）教えてほしいです。災害時になったときのシ
ミュレーション、避難所での生活がどのような事になるか知りたいです。（何が設備されてい
るか等も）

・小さな子にはいろいろ手がかかり、準備をしてもなかなか万全ではないと思います。行政で
助けてもらえると心強いと思います。

・食物アレルギーがあるため、緊急時の食材に不安がある。

・食料品、避難経路

・①避難所の中に、ダンボール等の仕切りでいいので授乳スペースを複数作ってほしいです。
子どもが不安にならないよう遊ぶスペースを作ってもらえるとありがたいなと思います。②
抱っこひも（スリングなど簡単に作れてコンパクトなもの）を救援物資として用意してほし
い。または備蓄。③子どもがいる家庭ではＴＶ・携帯電話等から離れていたり、情報を瞬時に
把握しにくいので、避難指示等の防災の連絡・放送は早めにかつ繰り返し何度も言ってほしい
と思いました。

・①診てもらえるところ②大泣きしてしまうと思うため、避難所に親子連れ専用の部屋がある
と親は良いかも。（他の人のストレス軽減のためにも）③オムツやミルク、離乳食等しっかり
と用意があると良い。（子どもはすぐに体調が悪化してしまうため）

・うちには、食物アレルギーの子がおり、災害時の配給等についていつも疑問という
か、全く知らないので一度勉強会があってほしいと思います。

・災害への不安からオムツ等のいる物は常時ストックしていますが、このアンケートを通して
市の防災対策をあまり把握できていませんでした。目の届くところに貼っておけるもので、常
備するもの、どこへ避難する、何をもって逃げるなど教えてほしいです。（広報のような書面
では忘れてしまいます）

・災害が起こった時、避難場所や被害状況の情報が行き届くようにしてほしい。

・外出中に災害があり、はぐれてしまったらどうやって連絡をとるか教えてください。

・地域での関わりが大切ですが、ここ最近では近所の方との関係も薄く心配です。保育園でも
防災訓練をしてくれているので、子どもなりに知識はあるようです。道中がどのような災害に
なりお迎えに行けるか等不安に感じます。

・子どもを迷惑に思われないような世間にしてほしい

・病院に関する事と食事

・食物アレルギー児が増えています。地域の備蓄食料に、アレルギー用粉ミルクやアルファ化
米等を用意し、災害が起きた時には間違いなくアレルギー児に渡るようご指導をお願いいたし
ます。（震災ではかなり困ったと聞いています。）

・情報提示の際、英文もあると望ましい。

・スマホで使えるアプリ等あるとよい。ライン等。

・災害時、小さい子供を持つ母親の立場になって、何を用意してどう行動をとればいいか具体
的なものを日頃から各家庭に配布してほしい。情報がほしい。（いらないＤＭが多い）

・災害時の避難場所での乳幼児がいる家庭は別で仕切ってほしい。（泣き声などの配慮に気が
ねしなくていいように。）

・一早く食料品・水・仮設トイレを用意してほしい。
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３ 災害時妊産婦・乳幼児を守る市町村の対策（先進事例） 

 

（１） 愛知江南短期大学「こ～たん避難所」 

 
 

 
 
 
 
 
 

（所在地）江南市高屋町大松原１７２番地 （電話）０５８７－５５－６１６５ 
○ 現在までの愛知江南短期大学の取り組み 

年度 愛知江南短期大学の取り組み内容 
平成24年度 古知野西保育園の指定管理者を受託 

平成 26年度 

○ 文部科学省「学校施設の防災力強化プロジェクト」補助金の採択

を受け、「地域子ども・子育て支援拠点大学としての防災機能強化プ

ロジェクト」を愛知江南短期大学が実施。 
○ プロジェクトの一環として、大学側から江南市に対して、大学内

に避難所の設置を提案。包括連携協定を締結。 
○ 平成 27 年 1 月に市内 3 カ所目の「子育て支援センター」を開所。

平成27年度 

○ 江南地域子ども防災協議会（地区医師会等関係団体、自治会長等）

を開催し、避難所の運営マニュアル等ソフト整備について検討。 

○ 平成２７年９月７日に災害時の乳幼児とその母親のための専用避

難所として、「こ～たん避難所」の運用を開始。災害時には敷地内「５

号館」と「もくれん館」を活用。 

○ 平成２８年１月２２日、学生ボランティア・地域の子ども、母親

を対象に避難ルート移動体験、設備の利用訓練、避難所の開設など

を主な種目とした防災訓練を実施し、避難所運営マニュアルを検証。

 
【愛知江南短期大学を災害時の専用避難所とするメリット】 

① 設置された子育て支援センターは、日頃の支援活動で母親や乳幼児との信頼関

係が構築されているため、災害時には「安心して避難できる場所」として市民か

ら認識されやすい。 
② 保育士を養成する大学であるため、災害時に学生によるボランティアを募集し

やすい。 
③ 空き教室、体育館などの施設を活用することができる。 

○ 発災後の運用について 

専用避難所は、災害発災後 24 時間以内に立ち上げ、子育て支援センターが設置された

建物は、大学教室から独立した建物であるため、授業再開後も避難所として運用される。 
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○ 災害に備えた設備 

 ① 粉ミルク、水、毛布などの備蓄倉庫 

    

② 井戸水の汲み上げポンプ 

      

 

○ 災害時に大学が提供できる施設、等 

 (1) 子育て支援センターが設置されている建物内のシャワー施設 

 (2) 大学の調理実習室（プロパンガス、備蓄された水、調理器具） 

(3) 学生ボランティアによる育児支援、食事支援等 
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（２） 幸田町（保健センター）の取り組み「持ち出し物品の啓発」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 幸田町の状況 

 ・世帯数（平成２８年１月１日現在）  

１４，３３６ 世帯 

・人口 （平成２８年１月１日現在） 

 ３９，８５２ 人 

・出生数（平成２６年） 

      ４２５ 人 

 

○ 取り組みの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 近い将来、南海トラフ地震の発生が危惧されている中、妊婦や乳幼児を持つ家庭

が平常時にできる備えについて、日頃の母子保健活動を通じて周知する具体策につ

いて平成２７年度愛知県市町村保健師協議会のグループ研究テーマとして西尾市

とともに取り組んだ。 

 保健センターに来所した保護者に対する調査の結果から、乳幼児のために災害時

の非常持ち出し品の準備ができていないことや、備蓄をしている割合が低いことが

把握されたため、普段の母子保健事業の場を活用し、繰り返し啓発する必要性を感

じた。 

乳幼児用防災用品の準備状況 
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○ 保健センターロビーに災害時非常持出し品例示を常設展示し、ロビー会場で行う乳幼

児健診・健康相談、母子健康手帳交付説明会などの場で準備勧奨、他会場で行うパパマ

マ教室等に持ち込み掲示 
 
  リュック型の持ち出し袋を実際に 
持ってみて、重さ、量などを実感で 
きるようにしている。 

  愛知県市町村保健行政栄養士連絡 
協議会が作成したチラシ「妊娠や子 
育て中のお母さん、ご家族へ」も自 
由に持ち帰ることができるようにし 
ている。また、釜石市の母子保健推進員が作成した「ママの防災バッグ（あるといいも

の）」をファイリングし、来所者が自由に読むことができるようにしている。 
 

 
 
 
 
 
 
○ 今後の活動について 
 
  現在、ロビーに常設し、保健事業の 
 中で無理なく啓発できるように話題に 

しているが、もう一歩踏み込んだ準備 
勧奨も必要であると感じ、育児講座の 
内容に短時間で組み込むことを検討し 
ている。また、チラシは、調査結果と 
衛生面や心理面から災害時においても 
母乳育児の継続を強調したものに見直 
す予定である。 

【母子保健活動の中で周知する意義】 

 

① 妊婦や母親は胎児や子どもを守ろうとする意識が高く、防災意識を高めるために

適した時期である。 
② 母子保健事業の場で非常用持ち出し物品を実際に目にすることで意識づけがで

きる。 

【展示している物品】 
水（軟水）・ミルク・紙コップ・哺乳瓶・離乳食・おやつ・紙おむつ・ 

おしり拭き・着替え（肌着・こども服・靴下）・靴・バスタオル・ガーゼハンカ

チ・ハンドタオル・おもちゃ・おんぶ紐・母子健康手帳・お薬手帳 
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１ 災害時における妊産婦・乳幼児の医療救護及び医療機関搬送 

 

○ 災害時の医療救護及び医療機関搬送については、「愛知県災害医療調整本部等設置要綱」

において、災害時には、二次医療圏ごとに基幹となる保健所等において、「地域災害医療

対策会議」を設置して二次医療圏における様々な調整や支援を行うこととなっている。 

 

【設置基準】 

 ○ 二次医療圏内に震度６弱以上の地震が発生した場合 

 ○ 二次医療圏内において、災害が発生して医療に関する調整が必要となった場合

【役割】 

○ 各二次医療圏内における医療資源の配置調整及び患者搬送調整に関すること。

○ 各二次医療圏内の医療機関及び市町村の医療支援に関すること。 

○ 県災害医療調整本部に対する医療支援の要請に関すること。 

○ ＤＭＡＴ活動拠点本部との連携に関すること。 

○ その他、上記に必要な情報の収集、分析・調整に関すること。 

【機能】 

○ 支援ニーズの把握 

○ 医療チームの活動調整 

○ 患者搬送調整 

○ ロジスティック 

 

市町村が妊産婦、乳幼児の医療確保、医療機関搬送等に対する県の支援が必要と判

断した場合は、二次医療圏ごとの「地域災害医療対策会議」に支援・調整を依頼する。

（別添図のとおり） 
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２　防災対策において連携が必要となる関係機関
平成28年3月現在

郵便番号 住所 電話番号

460-0008 名古屋市中区栄四丁目14番28号 052-241-4136

名古屋市医師会 461-0004 名古屋市東区葵1-4-38　名古屋市医師会館 052-937-7801

一宮市医師会 491-0076 一宮市貴船町3-2　一宮市医師会館 0586-71-7531

瀬戸旭医師会 489-0929 瀬戸市西長根町10　瀬戸旭医師会館 0561-84-1155

半田市医師会 475-0918 半田市雁宿町1-54-8　半田市医師会館 0569-21-3411

春日井市医師会 486-0804 春日井市鷹来町1-1-1　春日井市総合保健医療センター40568-82-8300

津島市医師会 496-0801 津島市藤浪町4-14　津島地区休日急病診療所 0567-24-7600

小牧市医師会 485-0044 小牧市常普請1-318 0568-73-9970

東海市医師会 476-0012 東海市富木島町伏見4-21-1 052-601-5220

岩倉市医師会 482-0024 岩倉市旭町1-20　岩倉市休日急病診療所 0587-66-4708

東名古屋医師会 470-0122 日進市蟹甲町中島22　日進市休日急病診療所 0561-73-8730

西名古屋医師会 481-0041 北名古屋市九之坪白山39　西春日井広域事務組合東部休日急病診療所内 0568-23-8416

尾北医師会 480-0144 丹羽郡大口町下小口6-122-2　尾北医師会館 0587-95-7020

稲沢市医師会 492-8393 稲沢市中野宮町60　稲沢市医師会館 0587-36-3006

海部医師会 496-0011 津島市莪原町郷西37　海部地区急病診療所内 0567-25-5752

知多郡医師会 475-0937 半田市神田町1-1　半田市医師会健康管理センター内 0569-27-6348

豊橋市医師会 441-8149 豊橋市中野町字中原100-3　豊橋市医師会館 0532-45-4911

岡崎市医師会 444-0876 岡崎市竜美西1-9-1 0564-52-1571

豊川市医師会 442-0879 豊川市萩山町3-77-7　豊川市医師会館 0533-86-7606

碧南市医師会 447-0855 碧南市天王町1-70　碧南市医師会館 0566-42-7893

刈谷医師会 448-0022 刈谷市一色町3-5-1　刈谷医師会館 0566-22-1622

豊田加茂医師会 471-0062 豊田市西山町3-30-1　豊田加茂医師会館 0565-31-7711

蒲郡市医師会 443-0036 蒲郡市浜町4-2　蒲郡市保健医療センター3階 0533-68-3859

安城市医師会 446-0026 安城市安城町広美42　安城市医師会館 0566-76-2596

西尾幡豆医師会 445-0071 西尾市熊味町小松島34　西尾幡豆医師会館 0563-54-5505

北設楽郡医師会 441-2302 北設楽郡設楽町清崎字上原20-1 090-2135-0906

新城市医師会 441-1301 新城市矢部字上ノ川1-8　新城医師歯科医師会館 0536-23-3665

田原市医師会 441-3416 田原市東赤石5-66 0531-29-0355

名古屋大学医師会 466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65　名古屋大学医学部内 052-744-2872

名古屋市立大学医師会 467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1　名古屋市立大学病院内 052-851-5511

藤田保健衛生大学医師会 470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98　藤田保健衛生大学病院内 0562-93-2282

愛知医科大学医師会 480-1195 長久手市岩作雁又1-1　愛知医科大学病院内 0561-62-3311

一般社団法人愛知県歯科医師会 460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目5番18号 052-962-8020

一般社団法人愛知県薬剤師会 460-0002 名古屋市中区丸の内2-3-1 052-231-2261

公益社団法人愛知県看護協会 466-0054 名古屋市昭和区円上町26番18号 052-871-0711

公益社団法人愛知県助産師会 464-0077 名古屋市千種区神田町5番8号千種公園うたの森3階 052-721-7118

公益社団法人愛知県医師会

郡
部
医
師
会

名称
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郵便番号 住所 電話番号

一宮保健所 491-0867 一宮市古金町1-3 0586-72-0321

瀬戸保健所 489-0808 瀬戸市見付町38-1 0561-82-2196

春日井保健所 486-0927 春日井市柏井町2-31 0568-31-2188

江南保健所 483-8146 江南市布袋下山町西80 0587-56-2157

清須保健所 452-0961 清須市春日振形129 052-401-2100

津島保健所 496-0038 津島市橘町4-50-2 0567-26-4137

半田保健所 475-0903 半田市出口町1-45-4 0569-21-3354

知多保健所 478-0001 知多市八幡字荒古後88-2 0562-32-6211

衣浦東部保健所 448-0857 刈谷市大手町1-12 0566-21-4778

西尾保健所 445-0073 西尾市寄住町下田12 0563-56-5241

新城保健所 441-1326 新城市字中野6-1 0536-22-2203

豊川保健所 442-0068 豊川市諏訪3-237 0533-86-3189

名称
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